
当センターでは、成年後見
制度の利用を必要とする方
やその家族、支援者や関係
機関からの個別相談をお
受けしております。

札幌市成年後見推進センター
の専門相談

毎月第２・第４木曜日

個別のご相談の中で必要
に応じ、弁護士・司法書士・
社会福祉士の専門相談を
ご利用いただけます。

❶午後１時～ ❷午後２時～ ❸午後３時～

●相談は一回50分間の予約制です。まずはお電話ください。
●職種を限定して相談を希望される場合は、その専門職が対応する日時まで
お待ちいただくことがございます。
●継続的な相談対応は致しかねます。あらかじめご了承ください。
●相談を受けた専門職が解決したり、その場で受任するものではありません。

弁護士、司法書士、社会福祉士の相談が受けられます

無料
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